
                                

 

 

                      議 案 第 ２ ７ 号  

 

 

伊 丹 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 及 び 伊 丹 市 子 育 て  

支 援 の た め の 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  

る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 及 び 伊 丹 市 子 育 て 支 援 の た  

め の 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お  

り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

   令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出  

 

 

               伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

 医 療 費 助 成 の 範 囲 を 拡 充 す る ほ か ， 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第

２ ２ ６ 号 ） の 一 部 改 正 等 に 伴 い 受 給 資 格 に 係 る 所 得 制 限 の 算 定 方 法

に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う た め 。  

議２７



                                

 

 

伊 丹 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 及 び 伊 丹 市 子 育 て  

支 援 の た め の 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す  

る 条 例 （ 令 和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

 （ 伊 丹 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  伊 丹 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ５ ２ 年 伊 丹 市

条 例 第 １ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ 条 の ２ 第 １ 号 中 「 な ら び に 同 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項 第 １ １ 号

イ 中 「 夫 と 死 別 し 、 若 し く は 夫 と 離 婚 し た 後 婚 姻 を し て い な い 者

又 は 夫 の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を

「 婚 姻 に よ ら な い で 母 と な つ た 女 子 で あ つ て 、 現 に 婚 姻 （ 届 出 を

し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 場 合 を 含 む 。 ）

を し て い な い も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に 同 法 第 ２ ９ ５ 条 第 １ 項 （  

第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に

よ り 当 該 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 お よ び 同 法 第 ２ ９

２ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 中 「 妻 と 死 別 し 、 若 し く は 妻 と 離 婚 し た 後 婚

姻 を し て い な い 者 又 は 妻 の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め る

も の 」 と あ る の を 「 婚 姻 に よ ら な い で 父 と な つ た 男 子 で あ つ て 、

現 に 婚 姻 （ 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に

あ る 場 合 を 含 む 。 ） を し て い な い も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に 同 法

第 ２ ９ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い こ と

と な る 者 」 を 削 り ， 同 条 第 ２ 号 中 「 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 平 成 ３ ０ 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 所 得

税 法 第 ３ ５ 条 第 ４ 項 」 を 「 同 条 第 ４ 項 」 に ， 「 金 額 の 合 計 額 と す

る 。 た だ し ， 当 該 合 計 額 が ７ ０ 万 円 に 満 た な い と き は ， ７ ０ 万 円 」

を 「 場 合 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 」 に ， 「 す る 。 ） 」

を 「 し ， 総 所 得 金 額 に 同 法 第 ２ ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 給 与 所 得 が

含 ま れ て い る 場 合 に お い て は ， 当 該 給 与 所 得 に つ い て は ， 同 条 第

２ 項 の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 金 額 か ら １ ０ 万 円 を 控 除 し て 得 た 金

額 （ 当 該 金 額 が ０ を 下 回 る 場 合 に は ， ０ と す る 。 ） に よ る も の と

す る 。 ） 」 に 改 め る 。  

議２７-２



                                

 

 

第 ２ 条 第 ５ 項 を 削 り ， 同 条 第 ６ 項 中 「 も し く は 療 養 費 」 を 「 ，

療 養 費 」 に 改 め ， 「 含 む 。 ） 」 の 右 に 「 も し く は 訪 問 看 護 療 養 費

（ 家 族 訪 問 看 護 療 養 費 を 含 む 。 ） 」 を 加 え ， 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と

し ， 同 条 第 ７ 項 を 同 条 第 ６ 項 と す る 。   

 （ 伊 丹 市 子 育 て 支 援 の た め の 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 改

正 ）  

第 ２ 条  伊 丹 市 子 育 て 支 援 の た め の 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 （ 平

成 １ ８ 年 伊 丹 市 条 例 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ３ 条 第 ３ 項 中 「 医 療 保 険 各 法 の 規 定 に よ る 」 を 削 り ， 同 条 第

５ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ５  第 ３ 項 の 「 医 療 に 関 す る 給 付 」 と は ， 医 療 保 険 各 法 の 規 定 に

よ る 療 養 の 給 付 又 は 入 院 時 食 事 療 養 費 ， 保 険 外 併 用 療 養 費 ， 療

養 費 （ 家 族 療 養 費 及 び 特 別 療 養 費 を 含 む 。 ） 若 し く は 訪 問 看 護

療 養 費 （ 家 族 訪 問 看 護 療 養 費 を 含 む 。 ） の 支 給 を い う （ 以 下 第

８ 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） 。  

  第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 中 「 医 療 保 険 各 法 の 規 定 に よ る 」 を 削 り ，  

 「 医 療 に 関 す る 給 付 」 の 右 に 「 （ 入 院 時 食 事 療 養 費 の 支 給 を 除 く 。 ） 」  

 を 加 え る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 ２ 条

の 規 定 （ 伊 丹 市 子 育 て 支 援 の た め の 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 第

３ 条 第 ５ 項 の 改 正 規 定 （ 訪 問 看 護 療 養 費 （ 家 族 訪 問 看 護 療 養 費 を

含 む 。 ） の 支 給 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） は ， 公 布 の 日 か

ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る

条 例 の 規 定 は ， 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 以 後 に 受 け た 医 療 に 係 る 医 療 費

の 助 成 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に 受 け た 医 療 に 係 る 医 療 費 の 助 成

に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

議２７-３



                                

 

 

３  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 子 育 て 支 援 の た め の 医 療 費

の 助 成 に 関 す る 条 例 の 規 定 （ 訪 問 看 護 療 養 費 （ 家 族 訪 問 看 護 療 養

費 を 含 む 。 ） の 支 給 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） は ， 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日

以 後 に 受 け た 医 療 に 係 る 医 療 費 の 助 成 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に

受 け た 医 療 に 係 る 医 療 費 の 助 成 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

 

議２７-４*




